










労働基準法第１回レジュメ  

                                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 上級本科の目的 

目的⇒得点力を高める 

 

 

 

  

２．受験経験者の学習 

 

スタート時点から 

  基礎力完成＋応用力養成 ＋ 問題演習 

  

予習 ⇒ 講義 ⇒ 復習 ⇒ 到達度テスト 

３．法３条関連 判例（最大昭和48.12.12三菱樹脂事件） 

（事案概要） 

 新規卒業者として企業に採用された者（以下Ｘという）が、３カ月の試用期間満了直前に、企業（以下Ｙと

いう）から、採用試験の際に学生時代の学生運動について秘匿したことを理由として、Ｙから本採用を拒否す

る旨の通知を受けた。これに対して、Ｘが憲法違反、民法の公序良俗違反、労働基準法３条違反等を理由とし

て採用拒否の無効を訴えて提訴した。 

（判例要旨） 

 労働基準法３条は、雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定で

はない。また、思想、信条を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができないことは

明らかであり、その他これを公序良俗違反と解すべき根拠も見出すことはできない。 

 企業者が雇用の自由を有し、思想、信条を理由として雇入れを拒んでもこれを目して違法とすることができ

ない以上、企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに

関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない。 

５．任意貯蓄 

 

手続き等 社内 通帳 

貯蓄金管理協定＋届出 

 

 ○  ○ 

貯蓄金管理規程＋周知 

 

 ○  ○ 

労働者の請求→遅滞なく返還 

 

 ○  ○ 

管理状況報告 

（3/31以前１年間 4/30まで） 

 ○  × 

利子（年５厘以上）  ○  × 

４．法３条、法４条 

 労基法 

 

 

 

 

 

 

 

基本的知識で解ける問題 

 
応用問題 

基本的知識か

ら推論で解け

る問題 

難問 

（細かい知識）

確実に得点 

正解率 

 ＵＰ 

３条  

・国籍 

・信条     労働条件

・社会的身分 

４条   

   ・女性 

   ・賃金 

差別的取扱い禁止 

 ↓違反 

罰則あり 

（６箇月以下の懲

役又は 30 万円以下

の罰金） 

・読解力の養成 

・知識の確認 

・トレーニングで知識の 

 定着 

・実践力強化

・弱点把握と

克服 


